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一
　
は
じ
め
に

　
昨
今
、
い
わ
ゆ
る
安
保
法
制
を
め
ぐ
る
議
論
に
触
発
さ
れ
る
形
で
、
日
本
の
自
衛
官
が
派
遣
先
の
国
に
お
い
て
、
誤
っ
て
現
地
の
民
間

人
を
殺
傷
し
た
場
合
や
、
予
期
せ
ぬ
軍
事
衝
突
に
巻
き
込
ま
れ
た
場
合
の
刑
事
責
任
に
関
す
る
議
論
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
は
、
主
に
、
前
者
の
「
誤
射
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
自
衛
官
が
外
国
で
事
件
・
事
故
を
発
生
さ
せ
た
際
に
は
、
刑
法
二
一
一
条
前
段

の
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
は
国
外
犯
処
罰
規
定
が
存
在
せ
ず
、
処
罰
の
間
隙
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い（
1
）る。

そ

の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
受
入
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
地
位
協
定
に
基
づ
い
て
、
行
為
地
国
た
る
受
入
国
で
は
な
く

日
本
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
一
方
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
戦
争
犯
罪
を
訴
追
・

処
罰
す
る
た
め
の
法
体
系
が
日
本
刑
法
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま（
2
）り、

具
体
性
の
あ
る
議
論
は
な
さ
れ
て
い

な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
今
般
の
安
保
法
制
が
成
立
す
る
前
か
ら
、
刑
法
学
の
見
地
に
基
づ
く
議
論
が
な
さ
れ

る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
衛
隊
法
上
、
自
衛
官
に
は
、
か
ね
て
よ
り
、
憲
法
九
条
に
反
し
な
い
範
囲
で
の

「
武
力
の
行
使
」
に
加
え
、
公
共
の
秩
序
の
維
持
や
人
命
・
財
産
の
保
護
を
目
的
と
し
た
「
武
器
の
使
用
」
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
前
者

の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
後
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
危
害
許
容
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
人
に
対
す
る
加
害
行
為
が
許
容
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ（
3
）る。
安
保
法
制
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
衛
隊
の
活
動
領
域
が
拡
大
さ
れ
た
今
、
自
衛
官
の
刑
事
責
任
に
関
す

る
議
論
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
日
本
の
状
況
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
連
邦
軍
（Bundesw

ehr

）
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
（
北
大
西
洋
条
約
機

構
）
域
外
派
遣
へ
の
道
が
開
か
れ
て
以
来
、
連
邦
軍
軍
人
に
よ
る
加
害
行
為
の
刑
事
訴
追
が
実
務
上
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
学
説

に
お
い
て
も
、
憲
法
や
国
際
法
、
刑
事
法
、
法
哲
学
等
を
中
心
に
、
法
学
的
見
地
に
基
づ
く
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
近
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時
刑
法
学
の
観
点
か
ら
最
も
関
心
を
集
め
て
い
る
の
が
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
謀
殺
罪
や
故
殺
罪
を
は

じ
め
と
す
る
刑
法
典
上
の
罪
は
成
立
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
に

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
の
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
地
方
に
お
い
て
発
生
し
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
に
よ
る
空
爆
事（
4
）件で
あ
る
。
同
事
件
に
つ
い
て
は
、

連
邦
軍
に
よ
る
同
地
お
け
る
空
爆
行
為
が
国
際
刑
法
典
（Völkerstrafgesetzb

（
5
）

uch

）
上
の
戦
争
犯
罪
お
よ
び
刑
法
典
上
の
謀
殺
罪
等
に
あ

た
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
連
邦
検
察
庁
（G

eneralbundesanw
alt

）
に
よ
る
捜
査
手
続
が
進
め
ら
れ
た
も
の
の
、
二
〇
一
〇
年
四
月
に

手
続
打
切
処
分
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
発
生
し
た
別
の
事
件
に
お
い
て
も
、
同
様
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
が
な

さ
れ
た
が
、
二
〇
一
三
年
七
月
に
手
続
打
切
処
分
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　
両
事
件
の
争
点
は
、
実
体
法
に
関
す
る
も
の
に
限
る
と
、
主
に
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
国
際
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
戦
争
犯
罪

（Kriegsverbrechen

）
の
成
否
、
も
う
一
つ
は
、
刑
法
典
上
の
謀
殺
罪
や
故
殺
罪
と
い
っ
た
通
常
犯
罪
の
成
否
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
議
論

に
お
い
て
は
、
主
に
後
者
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
対
立
軸
は
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
刑
法
典
の
適
用
が
あ

る
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
刑
法
典
各
則
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
見
解
（
以
下
、
適
用
説
）
と
（
6
）、

武
力
紛
争
に
お
い
て
は
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
認
め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
成
否
だ
け
を
問
う
見
解
（
以
下
、
排
除

説
）
と
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
ド
イ
ツ
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
二
つ
の
手
続
打
切
処
分
は
、
後
述
の
と
お
り
（
三
㈠
）、
武
力

紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
の
う
ち
国
際
法
上
│
│
よ
り
正
確
に
は
、
武
力
紛
争
法
上
│
│
適
法
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
刑
法
典
各
則
の
適

用
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
武
力
紛
争
法
上
の
適
法
性
を
根
拠
と
し
て
正
当
化
を
認
め
る
と
い
う
理
論
構
成
を
と
っ
て
い
る
点
で
、
適
用

説
に
依
拠
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
学
説
上
も
、
適
用
説
が
多
数
説
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
み
る
と
お
り
、
適
用
説
と
排
除
説
は
と
も
に
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
行
わ
れ
た
戦
闘
行
為
の
う
ち
、
武
力
紛
争
法
上
適
法
な
も

の
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
上
も
不
可
罰
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
ど
ち
ら
の
見
解
を
と
ろ
う
と
結
論
に
は
変
わ
り
が
な
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
に
は
、
次
章
で
み
る
と
お
り
、
結
論
を
異
に
す
る
場
合
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
い
ず
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れ
の
見
解
を
採
用
す
る
の
か
に
つ
き
、
態
度
決
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
翻
っ
て
、
日
本
の
現
状
を
み
る
と
、
我
が
国
で
は
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
行
わ
れ
た
戦
闘
行
為
の
う
ち
、
国
際
法
上
戦
争
犯
罪
に
該
当

し
う
る
も
の
に
つ
い
て
は
、（
戦
争
犯
罪
で
は
な
く
）
既
存
の
刑
法
上
の
犯
罪
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
さ

も
な
く
ば
、
処
罰
の
間
隙
が
生
じ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
い
う
と
こ
ろ
の
適
用
説
を
と
る

こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
触
れ
た
戦
争
犯
罪
を
訴
追
・
処
罰
す
る
た
め
の
法
制
度
の
不
備
を
指
摘

す
る
見
解
に
照
ら
せ
ば
、
戦
争
犯
罪
を
戦
争
犯
罪
と
し
て
国
内
刑
法
に
受
容
（
国
内
法
化
）
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
、
戦
争
犯
罪
が
国
内
法
化
さ
れ
た
暁
に
は
、
排
除
説
も
選
択
肢
と
し
て
と
り
う
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
適
用
説
と
の
比
較
衡

量
が
必
要
と
な
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
両
見
解
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
素
描
し
た
上
で
、
両
者
を
比
較
検
討
し
、
い
ず
れ
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
の
意
義
を
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
ら

を
武
力
紛
争
法
上
の
評
価
に
基
づ
い
て
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
す
る
（
二
）。
次
に
、
ド
イ
ツ
の
多
数
説
で
あ
る
適
用
説
（
三
）、
お
よ

び
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
排
除
説
の
論
旨
を
そ
れ
ぞ
れ
敷
衍
す
る
（
四
）。
そ
の
上
で
、
両
者
の
比
較
検
討
を
行
い
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
適
用
説
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
す
（
五
）。
そ
し
て
、
最
後
に
、
日
本
の
議
論
へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
を
試
み
る
（
六
）。

二
　
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
の
三
分
類

　
本
章
で
は
、
ま
ず
、「
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、
武
力
紛
争
法
上
の
評
価
と
い
う
観
点
か
ら
、

こ
れ
を
三
つ
に
分
類
す
る
。
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㈠
　「
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
」
の
意
義

　
武
力
紛
争
に
は
、
国
家
間
の
戦
争
を
意
味
す
る
「
国
際
的
武
力
紛
争
」（international arm

ed conflict

）、
お
よ
び
、
そ
れ
以
外
の
内
戦

等
を
意
味
す
る
「
非
国
際
的
武
力
紛
争
」（non-international arm

ed conflict

）
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

国
際
法
の
一
領
域
で
あ
る
「
武
力
紛
争
法
」（law

 of arm
ed conflict

）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
が
、
武
力
紛
争
を
明
確
に
定
義
す
る
規
定

は
、
武
力
紛
争
法
に
も
日
独
の
国
内
法
に
も
存
在
し
な
い
。
武
力
紛
争
法
と
は
、「
戦
争
に
お
け
る
法
」（ius in bello

）、
す
な
わ
ち
戦
争

中
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
正
確
に
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
ま
た
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
犠
牲
者
の
保
護
や
戦
闘
方

法
お
よ
び
手
段
の
規
制
に
関
す
る
、
国
際
条
約
お
よ
び
国
際
慣
習
法
上
の
規
範
の
総
称
で
あ
る
。
武
力
紛
争
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
主
要

な
条
約
と
し
て
は
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
お
よ
び
一
九
七
七
年
の
同
第
一
・
第
二
追
加
議
定
書
等
が
あ
る
。
な
お
、
武
力

紛
争
法
は
、
そ
の
人
道
主
義
的
な
性
格
か
ら
、「
国
際
人
道
法
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　
次
に
、「
戦
闘
行
為
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
稿
で
は
、「
戦
闘
行
為
」
を
、「
武
力
紛
争
法
適
用
の
契
機
と
な
る
国
際
的
武
力

紛
争
ま
た
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
敵
対
行
為
（hostilit

（
7
）

ies

）
の
う
ち
、
人
を
殺
傷
し
、
物
を
破
壊
す
る
行
為
」
を

指
す
も
の
と
し
て
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
力
紛
争
中
の
行
為
で
は
あ
る
が
、
当
該
紛
争
と
の
関
連
性
を
有
し
な
い
加
害
行（
8
）為や

武
力

紛
争
に
至
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
行
わ
れ
た
加
害
行（
9
）為等
は
、
武
力
紛
争
法
の
適
用
が
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

㈡
　
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
の
三
分
類
と
学
説
間
に
み
ら
れ
る
処
罰
範
囲
の
相
違

　
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
」
を
三
つ
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
は
、

武
力
紛
争
法
上
の
評
価
と
い
う
観
点
か
ら
、
①
武
力
紛
争
法
に
違
反
し
、
国
際
慣
習
法
上
「
戦
争
犯
罪
」（w

ar crim
es

）
と
し
て
個
人
の

刑
事
責
任
を
基
礎
づ
け
る
も
の
、
②
①
以
外
の
武
力
紛
争
法
の
違
反
（
以
下
、「
軽
微
な
違
反
」
と
す
る
）、
お
よ
び
③
武
力
紛
争
法
上
適
法
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な
戦
闘
行
為
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
う
る
。
①
戦
争
犯
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
行
為
」

（grave breaches

）、
お
よ
び
武
力
紛
争
法
の
「
そ
の
他
の
著
し
い
違
反
」（other serious violations

）
が
あ
）
10
（

る
。
こ
れ
ら
は
、
国
際
刑
事

裁
判
所
規
程
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
）
八
条
や
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
八
条
か
ら
一
二
条
に
戦
争
犯
罪
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

②
武
力
紛
争
法
の
軽
微
な
違
反
を
構
成
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
条
約
上
処
罰
規
定
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
国
際
慣
習
法
上
の
可
罰
性
も
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。
③
に
分
類
さ
れ
る
戦
闘
行
為
は
、
武
力
紛
争
法
に
は
違
反
し
な
い
も
の
の
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
上
、
謀
殺
罪
や
器
物
損

壊
罪
等
に
は
該
当
し
う
る
。
以
下
で
は
、
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
例
を
用
い
な
が
ら
、
適
用
説
と
排
除
説
の

処
罰
範
囲
に
関
す
る
相
違
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

　
①
の
具
体
例
と
し
て
は
、
冒
頭
（
前
出
・
一
）
で
言
及
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
軍
に
よ
る
空
爆
事
件
で
特
に
そ
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
、

文
民
や
民
用
物
に
過
度
な
付
随
的
損
害
を
も
た
ら
す
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
行
う
攻
）
11
（

撃
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
攻
撃
に
よ
っ
て

実
際
に
文
民
が
死
亡
し
た
場
合
、
適
用
説
に
よ
れ
ば
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
（
一
一
条
一
項
三
号
）
と
刑
法
典
上
の
謀
殺
罪
（
二
一

一
条
）
等
の
成
立
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
罪
数
関
係
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
排
除
説
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
戦
争
犯

罪
の
成
立
だ
け
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
②
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
絨
毯
爆
撃
等
の
無
差
別
な
攻
撃
（
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
四
項
）
や
文
民
と
戦
闘
員
の
区

別
に
関
す
る
武
力
紛
争
法
上
の
予
防
措
置
（
同
五
七
条
。
偵
察
や
警
告
射
撃
等
）
を
怠
っ
た
攻
撃
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
武
力
紛

争
法
に
は
違
反
す
る
も
の
の
、
国
際
法
上
も
ド
イ
ツ
法
上
も
戦
争
犯
罪
に
は
該
当
し
な
い
行
為
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
文

民
が
死
亡
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
適
用
説
に
よ
れ
ば
、
武
力
紛
争
法
の
違
反
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
刑

法
上
正
当
化
が
否
定
さ
れ
、
謀
殺
罪
等
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
で
、
排
除
説
に
よ
れ
ば
、
国
際
刑
法
典
に
処
罰
規
定
が
存
在

せ
ず
、
ま
た
刑
法
典
も
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、
ド
イ
ツ
刑
法
上
不
可
罰
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
②
に
分
類
さ
れ
る
戦
闘
行
為
に
つ
い
て

は
、
両
見
解
の
結
論
に
大
き
な
差
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
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③
に
分
類
さ
れ
る
戦
闘
行
為
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
武
力
紛
争
法
上
適
法
な
方
法
お
よ
び
手
段
に
よ
る
敵
対
戦
闘
員
の
殺
害
等
が
挙
げ

ら
れ
）
12
（

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
適
用
説
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
当
該
行
為
が
刑
法
典
上
の
謀
殺
罪
等
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、

武
力
紛
争
法
上
の
適
法
性
を
根
拠
と
し
て
、
正
当
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
排
除
説
に
よ
れ
ば
、
②
と
同
様
に
、
国
際
刑

法
典
所
定
の
戦
争
犯
罪
に
は
該
当
せ
ず
、
刑
法
典
の
罪
の
適
用
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
不
可
罰
と
い
う
結

論
が
導
か
れ
る
。
③
に
該
当
す
る
行
為
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
（
三
㈡
１
⑵
）、
国
際
法
上
、
刑
事
訴
追
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
上
不
可
罰
と
い
う
帰
結
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
下
の
各
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
区
分
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
。

三
　
刑
法
典
各
則
適
用
説

　
本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
の
多
数
説
で
あ
る
適
用
説
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
現
在
ま
で
の
議
論
の
展
開
に
つ
い
て

簡
潔
に
述
べ
る
。
ま
ず
、
先
述
の
ド
イ
ツ
連
邦
軍
に
よ
る
空
爆
事
件
が
発
生
し
て
か
ら
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
手
続
打
切
処
分
が
下
さ
れ
る

ま
で
の
間
に
、
学
術
論
文
や
法
学
者
の
手
に
よ
る
新
聞
論
評
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
連
邦
検
察
庁
が
同
処
分
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
の
論
考
を
参
照
し
つ
つ
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
認
め
た
上
で
、
被
疑
者
の
行
為
の
正
当
化
を
認
め
た
。
そ

の
後
、
さ
ら
に
多
数
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
、
学
術
的
な
議
論
が
本
格
化
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
、
適
用
説
の
う
ち
正
当
化
を
認

め
る
見
解
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
適
用
説
に
対
し
て
は
批
判
も
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
再

批
判
も
行
わ
れ
て
い
る
（
五
㈠
に
て
後
述
）。

　
以
下
で
は
、
㈠
で
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
二
つ
の
手
続
打
切
処
分
に
お
い
て
示
さ
れ
た
見
解
を
概
観
し
た
上
で
、
続
く
㈡
で
学
説
に
お
け

る
適
用
説
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
。



法学政治学論究　第119号（2018.12）

146

㈠
　
ド
イ
ツ
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
二
つ
の
手
続
打
切
処
分

　
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
検
察
庁
が
二
〇
一
〇
年
と
二
〇
一
三
年
に
下
し
た
二
つ
の
手
続
打
切
処
分
の
内
容
を
概
観
し
、
ド
イ
ツ
の
検

察
実
務
が
適
用
説
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
両
処
分
に
お
い
て
、
連
邦
検
察
庁
は
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
に
つ

い
て
は
、
い
ず
れ
の
類
型
に
つ
い
て
も
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
し
た
上
）
13
（
で
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
成
否
へ
と
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
両
処
分
と
も
に
、
大
き
く
分
け
て
、
A
そ
も
そ
も
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
刑
法
典
の
適
用
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
（
国
際
刑

法
典
に
よ
っ
て
刑
法
典
各
則
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
）、
お
よ
び
、
B
刑
法
典
の
適
用
が
あ
る
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
理
論
的

枠
組
お
よ
び
根
拠
に
基
づ
い
て
国
際
法
上
適
法
な
戦
闘
行
為
の
国
内
刑
法
上
の
可
罰
性
が
否
定
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
を

扱
っ
て
い
る
。

1　

ド
イ
ツ
連
邦
軍
に
よ
る
空
爆
事
件
に
関
す
る
手
続
打
切
処
分
（
二
〇
一
〇
年
）

　
ド
イ
ツ
連
邦
軍
に
よ
る
空
爆
事
件
の
概
要
は
、
大
略
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
九
月
四
日
未
明
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
統
括
す
る
国

際
治
安
支
援
部
隊
（
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
）
の
活
動
の
た
め
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
の
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
地
方
に
駐
留
し
て
い
た
本
件
被
疑
者
（
連
邦

軍
大
佐
）
が
、
タ
リ
バ
ン
構
成
員
に
よ
っ
て
強
奪
さ
れ
た
民
間
の
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
二
台
の
爆
撃
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
爆
撃
に
よ
っ

て
、
当
該
タ
リ
バ
ン
構
成
員
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
場
に
集
ま
っ
て
い
た
文
民
（
民
間
人
）
に
も
多
数
の
死
者
が
出
た
。
事
件
後
、
同
大
佐

ほ
か
一
名
に
対
し
捜
査
手
続
が
開
始
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
六
日
、
事
件
を
管
轄
す
る
連
邦
検
察
庁
に
よ
っ
て
手
続
が
打
ち
切

ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
州
裁
判
所
（O

LG
 D

üsseldorf

）
に
強
制
起
訴
手
続
の
申
立
が
な
さ
れ
た
が
、
必

要
な
形
式
を
満
た
し
て
い
な
い
と
し
て
却
下
さ
れ
）
14
（

た
。
そ
の
後
、
本
件
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
も
争
わ
れ
た
も
の
の
、
訴
え
は
認

め
ら
れ
）
15
（

ず
、
刑
事
事
件
と
し
て
は
こ
れ
で
幕
引
き
と
な
っ
た
。
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連
邦
検
察
庁
に
よ
る
二
〇
一
〇
年
の
手
続
打
切
処
分
は
、
ま
ず
、
A
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
刑
法
典
の
適
用
の
有
無
に
関
し
て
、
二
〇

〇
二
年
に
国
際
刑
法
典
が
発
効
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
戦
争
犯
罪
の
処
罰
規
定
が
導
入
さ
れ
る
前
か
ら
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
刑
法
典
の
適

用
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
国
際
刑
法
典
発
効
後
に
あ
っ
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
と
述
べ
て
い
）
16
（
る
。
加
え
て
、
国
際
刑
法
典
に
よ
っ
て
刑

法
典
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
国
際
刑
法
典
の
立
法
理
由
）
17
（
書
に
依
拠
し
、「
一
般
法
の
適
用
」
に
関
す
る
同

法
二
）
18
（

条
に
基
づ
き
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
と
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
両
方
が
成

立
し
う
る
場
合
に
は
、
一
般
の
（
す
な
わ
ち
、
刑
法
典
上
の
）
罪
数
に
関
す
る
規
定
（
五
二
条
以
下
）
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

刑
法
典
上
の
犯
罪
構
成
要
件
が
退
く
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
）
19
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
の
処
分
で
は
、
適
用
説
が
前
提
と
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
同
決
定
は
、
謀
殺
罪
（
刑
法
典
二
一
一
条
）
の
成
否
に
関
す
る
検
討
を
行
う
中
で
、
B
戦
闘
行
為
の
不
可
罰

性
の
理
論
的
枠
組
お
よ
び
根
拠
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
本
件
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
（
謀
殺
罪
の
諸
類
型
の
う
ち
、
公
共
に

と
っ
て
危
険
な
手
段
に
よ
る
〔m

it gem
eingefährlichen M

itteln

〕
殺
害
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
）
20
（

る
。
次
に
、
違
法
性
に
つ
い

て
は
、
端
的
に
、
当
該
行
為
は
「
国
際
法
上
許
容
さ
れ
て
お
り
、
も
っ
て
刑
法
上
正
当
化
さ
れ
る
」（völkerrechtlich zulässig und dam

it 

strafrechtlich gerechtfertigt

）
と
述
べ
て
い
）
21
（

る
。
な
お
、
国
際
法
上
の
許
容
性
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
五

一
条
五
項
⒝
に
よ
れ
ば
、
行
為
時
に
お
け
る
行
為
者
の
視
点
に
立
て
ば
付
随
的
損
害
の
発
生
が
「
予
測
さ
れ
る
」（m

ay be expected

）
場

合
に
の
み
攻
撃
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、
か
か
る
「
予
測
」
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
当
該
行
為
は
武
力
紛
争
法

上
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
）
22
（

た
。

　
さ
ら
に
、
B
の
問
題
に
関
し
て
、
連
邦
検
察
庁
は
、
二
〇
一
〇
年
の
処
分
の
本
文
中
、
別
の
箇
所
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
（Reichsgericht

）
に
て
ド
イ
ツ
軍
人
に
よ
る
戦
時
国
際
法
違
反
（
現
在
の
戦
争

犯
罪
に
相
当
す
る
行
為
）
の
刑
事
責
任
を
問
う
た
、
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
裁
判
（Leipziger Prozesse

）
に
お
い
て
、
国
際
慣
習
法
上
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許
容
さ
れ
る
行
為
は
刑
法
上
も
正
当
化
さ
れ
る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
戦
後
の
基
本
法
制
定
後
の
判
例
・
学
説
に

お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
）
23
（

う
。
つ
ま
り
、
連
邦
検
察
庁
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
裁
判
と
い
う
先
例
に
依
拠
し
て
、
国
際
法
上
の
評
価

が
今
日
に
お
い
て
も
な
お
刑
法
上
の
違
法
性
の
基
準
に
な
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被
疑
者
の
行
為
の
武
力
紛
争
法
上
の
評
価
に

関
す
る
詳
細
な
検
討
を
行
い
、
当
該
行
為
は
武
力
紛
争
法
上
適
法
で
あ
っ
た
た
め
ド
イ
ツ
刑
法
上
も
不
可
罰
で
あ
る
、
と
の
結
論
を
導
い

た
の
で
あ
っ
た
。

2　

ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
タ
リ
バ
ン
構
成
員
に
対
す
る
空
爆
事
件
に
関
す
る
手
続
打
切
処
分
（
二
〇
一
三
年
）

　
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
四
日
、
パ
キ
ス
タ
ン
・
北
ワ
ジ
リ
ス
タ
ン
地
方
の
ミ
ル
ア
リ
（M

ir Ali

）
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る

「
パ
キ
ス
タ
ン
の
タ
リ
バ
ン
運
動
」（
Ｔ
Ｔ
Ｐ
）
の
構
成
員
が
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
中
央
情
報
局
）
の
無
人
爆
撃
機
に
よ
る
攻
撃
を

受
け
て
死
亡
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
連
邦
検
察
庁
が
捜
査
手
続
を
開
始
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
三
日
、

本
件
に
つ
い
て
も
手
続
打
切
処
分
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
二
〇
一
三
年
の
処
分
に
お
い
て
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
に

お
い
て
行
わ
れ
る
殺
害
行
為
の
ド
イ
ツ
刑
法
上
の
可
罰
性
は
、
武
力
紛
争
法
上
の
評
価
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
も
、
ま
ず
、
A
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
刑
法
典
各
則
の
適
用
が
認
め
ら
れ
、
問
題
と
な
る
行
為
が
刑
法
典
上
の
犯
罪
お
よ
び

国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
双
方
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
般
の
罪
数
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
）
24
（

る
。

そ
の
上
で
、
連
邦
検
察
庁
は
、
B
刑
法
典
上
何
ら
か
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
、
問
題
と
な
る
行
為
が
武
力
紛

争
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
承
認
さ
れ
た
正
当
化
事
由
〔anerkannter Rechtfertigungsgrund

〕
が
存
在
し
、
そ
の
行

為
は
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
〔nach allgem

einen G
rundsätzen

〕
不
可
罰
で
あ
る
」
と
し
て
い
）
25
（
る
。
こ
の
見
解
は
、
立
法
者
が
国
際
刑
法
典

の
理
由
書
の
中
で
示
し
て
い
た
見
解
と
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
理
由
書
に
お
い
て
も
、「
武
力
紛
争
法
上
許
容
さ
れ
た
戦
闘
行
為
を

行
う
こ
と
は
〔
…
〕
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
可
罰
的
で
は
な
い
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
26
（

る
。
さ
ら
に
、
同
決
定
は
、
武
力
紛
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争
法
の
違
反
が
あ
っ
た
際
に
は
、「
国
際
刑
法
上
可
罰
的
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
〔
す
な
わ
ち
、
上
記
②
の
戦
争
犯
罪
に
該
当
し
な
い
違
法
な

戦
闘
行
為
で
あ
っ
て
も
〕、
一
般
刑
法
上
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
）
27
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
二
つ
の
手
続
打
切
処
分
は
い
ず
れ
も
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
刑
法
典
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
前

提
と
し
た
上
で
、
当
該
行
為
は
、
謀
殺
罪
等
の
構
成
要
件
に
は
該
当
す
る
も
の
の
、
国
際
法
（
武
力
紛
争
法
）
上
適
法
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
ド
イ
ツ
刑
法
上
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
、
犯
罪
不
成
立
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
、
二
〇
一
〇
年
の

処
分
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
裁
判
と
い
う
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
る
先
例
の
存
在
を
挙
げ
て
お
り
、
二
〇
一
三
年
の
処
分
は
、
そ
の
よ
う
な
正

当
化
事
由
は
「
承
認
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
連
邦
検
察
庁
は
、
い
ず
れ
の
処
分
に
お
い
て
も
、
正
当

化
の
実
質
的
な
根
拠
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
。

㈡
　
学
　
説

　
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
排
除
説
の
論
者
も
含
め
、
武
力
紛
争
法
上
適
法
な
戦
闘
行
為
（
上
記
③
）
は
国
内
法
上
も
処
罰
の
対
象
と
は
な
ら

な
い
と
い
う
点
で
結
論
の
一
致
を
み
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
理
論
構
成
と
根
拠
は
一
様
で
は
な
く
、
正
当
化
を
認
め
る
見
解
と

構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
見
解
と
に
概
ね
分
か
れ
て
い
）
28
（
る
。
さ
ら
に
、
前
者
の
内
部
で
も
、
正
当
化
の
根
拠
に
関
し
て
、
論
者
に

よ
っ
て
異
な
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

1　

正
当
化
を
認
め
る
見
解

　
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
の
刑
法
上
の
正
当
化
の
根
拠
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
、
主
に
、
公
務
員
の
職
権
（
⑴
）、
お

よ
び
武
力
紛
争
法
上
の
概
念
で
あ
る
「
戦
闘
員
特
権
」
の
国
内
法
に
対
す
る
優
越
性
（
⑵
）
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
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そ
れ
ら
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
。

　
⑴
　
公
務
員
の
職
権
を
根
拠
と
す
る
見
解

　
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
軍
兵
士
に
よ
る
銃
器
の
使
用
に
関
し
て
、
警
察
官
に
よ
る
そ
れ
と
同
様
に
、
公
務
員
の
職
権
（Am

tsrechte

）
か

ら
正
当
化
事
由
が
導
か
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ガ
ー
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
、
警
察
官
に
よ
る
銃
器
の
使

用
と
連
邦
軍
兵
士
に
よ
る
そ
れ
と
が
同
じ
項
目
（「
許
容
さ
れ
た
銃
器
の
使
用
に
よ
る
正
当
化
」）
に
て
扱
わ
れ
て
い
）
29
（

る
。
そ
し
て
、
同
書
で
は
、

そ
れ
ら
の
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
、
公
務
員
の
職
権
お
よ
び
職
務
上
の
権
利
（Am

ts- und D
ienstrechte

）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
30
（
る
。
そ
の

上
で
、
戦
時
に
お
け
る
殺
害
行
為
に
つ
い
て
、「
戦
争
法
〔
武
力
紛
争
法
〕
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
殺
害
行
為
は
、
刑
法
上
正
当
化
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
枠
を
超
え
た
場
合
に
は
、
自
国
の
兵
士
お
よ
び
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
敵
兵
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
（
国

内
法
上
の
）
可
罰
性
が
生
じ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
原
注
省
）
31
（

略
）。

　
⑵
　
国
際
慣
習
法
上
の
戦
闘
員
特
権
を
根
拠
と
す
る
見
解

　
武
力
紛
争
法
上
、
国
家
の
正
規
軍
（
軍
隊
）
の
構
成
員
は
、
衛
生
要
員
等
の
一
部
の
例
外
を
除
き
、
戦
闘
員
と
し
て
扱
わ
れ
、「
戦
闘

員
特
権
」（com

batant

’s privilege

）
を
享
受
す
る
。
こ
の
こ
と
を
明
文
化
し
た
の
が
、
一
九
七
七
年
の
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
四
三
条
二
項
の
規
定
で
あ
る
。
同
規
定
は
、「
紛
争
当
事
者
の
軍
隊
の
構
成
員
〔
…
〕
は
、
戦
闘
員
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
戦
闘
員
特
権
を
有
す
る
者

が
敵
対
行
為
に
参
加
し
、
殺
害
や
傷
害
等
を
行
っ
た
の
ち
に
、
敵
対
す
る
国
家
の
軍
隊
の
捕
虜
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
に
行
っ

た
国
際
法
上
適
法
な
戦
闘
行
為
を
理
由
に
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
学
説
の
中
に
は
、
こ
れ
を
根
拠
と

し
て
、
刑
法
上
の
正
当
化
を
根
拠
づ
け
る
見
）
32
（
解
が
存
在
す
る
。

　
同
様
に
、
連
邦
検
察
庁
に
よ
る
二
つ
の
手
続
打
切
処
分
で
問
題
と
な
っ
た
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
規
律
す
る
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
二
追
加
議
定
書
に
は
第
一
追
加
議
定
書
四
三
条
二
項
に
相
当
す
る
明
文
規
定
が
存
在
し
な
い
も
の
の
、（
少
な
く
と
も
）
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国
家
主
体
側
（
内
戦
に
お
け
る
領
域
国
の
正
規
軍
や
領
域
国
の
同
意
の
も
と
活
動
す
る
外
国
の
軍
隊
等
）
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
戦
闘
員
特
権

が
認
め
ら
れ
う
る
と
さ
れ
て
い
）
33
（

る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
も
、
国
家
主
体
側
の
構
成
員

に
よ
る
戦
闘
行
為
に
関
す
る
限
り
、
同
様
の
議
論
が
可
能
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
戦
闘
員
特
権
と
い
う
国
際
法
上
の
概
念
に
基
づ
く
許
容
規
範
が
な
ぜ
ド
イ
ツ
の
国
内
刑
法
に
ま
で
効
力

を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
（
憲
法
）
二
五
条
に
「
国
際
法
の
一
般
的
諸
原

則
は
連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
法
律
に
優
位
し
、
連
邦
領
域
の
住
民
に
対
し
て
直
接
に
権
利
・
義
務
を
生
ぜ
し
め
）
34
（
る
」

と
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
国
際
慣
習
法
上
の
概
念
た
る
戦
闘
員
特
）
35
（

権
が
法
律
た
る
刑
法
典
に
優
越
す
る
と
述
べ
る
学
）
36
（

説
が
み
ら
れ
る
。

た
し
か
に
、
刑
法
と
同
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法
律
上
の
許
容
規
範
（
例
え
ば
、
被
疑
者
の
逮
捕
に
関
す
る
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
二
七
条
等
）

に
基
づ
く
正
当
化
が
法
秩
序
の
統
一
性
を
根
拠
に
是
認
さ
れ
て
い
る
点
に
照
ら
せ
）
37
（

ば
、
国
内
法
に
優
位
す
る

0

0

0

0

国
際
慣
習
法
上
の
許
容
規
範

に
は
、
な
お
の
こ
と
国
内
刑
法
上
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
効
力
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
に
依
拠
し

た
場
合
に
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
に
関
し
て
、
不
都
合
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
非
国
際
的
武

力
紛
争
に
関
し
て
は
、
戦
闘
員
特
権
に
関
す
る
条
約
上
の
明
文
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
国
際
慣
習
法
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に

な
る
と
こ
ろ
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
慣
習
法
上
戦
闘
員
特
権
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
）
38
（

る
。

2　

構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
見
解

　
以
上
の
二
つ
の
立
場
は
、
構
成
要
件
該
当
性
を
肯
定
し
つ
つ
正
当
化
を
模
索
す
る
見
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
他
方
で
、
構
成
要
件

該
当
性
を
否
定
す
る
見
解
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
国
際
法
上
適
法
な
戦
闘
行
為
に
は
、
客
観
的
帰

属
の
要
件
で
あ
る
法
的
に
是
認
さ
れ
な
い
危
険
（rechtlich m

issbilligtes Risiko
）
の
創
出
お
よ
び
実
現
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
構
成
要

件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
と
い
）
39
（
う
。
ま
た
、
戦
前
に
は
、
戦
争
中
の
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
、
社
会
的
相
当
性
（Sozialadäquanz

）
を
根
拠
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に
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
見
解
も
存
在
し
た
が
、
現
在
で
は
支
持
さ
れ
て
い
な
）
40
（
い
。

四
　
刑
法
典
各
則
排
除
説

　
本
章
で
は
、
排
除
説
、
す
な
わ
ち
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
に
は
そ
も
そ
も
刑
法
典
各
則
の
適
用
が
な
い
と
す
る
見
解
に
つ
い

て
概
観
す
る
。
同
説
は
、
ド
イ
ツ
で
は
少
数
説
で
は
あ
る
も
の
の
、
多
数
説
た
る
適
用
説
に
対
し
て
重
要
な
批
判
を
提
起
し
て
い
る
（
五

㈠
２
に
て
後
）
41
（

述
）。

㈠
　
前
提
お
よ
び
根
拠

　
排
除
説
は
、
平
時
と
戦
時
│
│
す
な
わ
ち
、
武
力
紛
争
法
の
適
用
が
な
い
場
面
と
あ
る
場
面
│
│
と
で
は
、
国
内
法
の
次
元
に
お
い
て

も
、
そ
も
そ
も
ま
っ
た
く
異
な
る
法
規
・
法
秩
序
（「
平
時
刑
法
」〔Friedensstrafrecht

〕・
戦
時
刑
法
〔Kriegsstrafrecht

〕）
が
妥
当
す
）
42
（
る
と

い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
同
説
に
よ
れ
ば
、「
戦
時
国
際
法
〔
武
力
紛
争
法
〕
上
適
法
な
加
害
行
為
の
場
合
に
は
、
正
当
化
事
由
に

お
い
て
通
常
み
ら
れ
る
原
則
・
例
外
の
関
係
が
逆
転
す
）
43
（
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
人
の
殺
害
や
傷
害
、

施
設
や
物
品
の
破
壊
と
い
っ
た
加
害
行
為
は
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
て
お
り
、
文
民
の
殺
害
等
が
例
外
的
に
武
力
紛
争
法
に
よ
っ
て
禁
止

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
適
用
説
が
孕
ん
で
い
る
罪
数
に
関
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
（
五
㈠
２
に

て
後
述
）、
国
際
刑
法
典
が
刑
法
典
各
則
に
対
し
て
「
厳
格
な
排
他
的
関
係
」（strenges Exklusivitätsverhältnis

）
に
立
つ
と
解
す
べ
き
で

あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
）
44
（

る
。

　
排
除
説
の
根
拠
は
、
主
に
五
つ
あ
る
。
ま
ず
、
❶
加
害
権
限
（Schädigungsbefugnis

）、
す
な
わ
ち
、
先
に
み
た
戦
闘
員
特
権
で
あ
）
45
（
る
。

次
に
、
❷
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
成
立
の
み
を
認
め
る
こ
と
で
、
起
訴
法
定
主
義
に
即
し
た
効
果
的
な
刑
事
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訴
追
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
れ
ば
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
認
め
た
場
合
、
ド

イ
ツ
で
は
起
訴
法
定
主
義
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
紛
争
地
域
で
発
生
し
た
あ
ら
ゆ
る
不
自
然
死
に
つ
い
て
捜
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
さ
れ
て
い
）
46
（
る
。
さ
ら
に
、
❸
一
般
に
法
定
刑
の
軽
い
戦
争
犯
罪
の
適
用
だ
け
を
認
め
る
こ
と
で
、
武
力
紛

争
に
お
け
る
過
剰
な
戦
闘
行
為
に
関
す
る
不
法
・
責
任
の
方
が
平
時
に
お
け
る
同
様
の
行
為
の
そ
れ
よ
り
も
程
度
が
低
い
と
い
う
点
を
刑

に
反
映
で
き
る
と
い
う
利
）
47
（

点
や
、
❹
立
法
者
が
戦
争
犯
罪
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
形
式
的
自
立
性
（
裁
判

管
轄
に
関
す
る
制
度
の
特
別
性
等
）
を
認
め
て
い
る
）
48
（
点
も
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
論
者
は
、
❺
戦
時
と
平
時
と
で
は
異

な
る
法
秩
序
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
い
う
見
解
は
、
憲
法
上
の
議
論
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド

イ
ツ
で
は
、
戦
時
に
お
い
て
は
基
本
権
の
侵
害
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
基
本
権
の
保
護
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
）
49
（

る
。
こ
こ
で
は
、
憲
法
上
の
議
論
と
刑
法
上
の
議
論
の
整
合
性
が
自
説
の
長
所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

㈡
　
射
　
程

　
で
は
、
本
説
に
基
づ
い
て
刑
法
典
各
則
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
面
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
根
拠
の
一

つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
❶
戦
闘
員
特
権
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
と
し
て
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
免
れ
る
行
為
の
主
体
は
、
戦
闘
員
特
権
を

有
す
る
者
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
50
（
る
。
も
っ
と
も
、
戦
闘
員
特
権
を
有
す
る
主
体
に
よ
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性

を
有
し
な
い
「
私
的
な
」
行
為
は
除
外
さ
れ
）
51
（

る
。
つ
ま
り
、（
戦
闘
員
特
権
を
有
す
る
）
戦
闘
員
に
よ
る
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
有
す
る

戦
闘
行
為
に
つ
い
て
の
み
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
排
除
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
の
主
体
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
非
国
家
主
体
側
に
は
戦
闘
員
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な

い
た
め
、
仮
に
武
力
紛
争
法
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
戦
闘
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
武
力
紛
争
の
終
了
後
に
政
府
側
が
こ
れ
を

処
罰
す
る
こ
と
は
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
論
者
は
、
国
際
法
上
適
法
な
戦
闘
行
為
に
関
し
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
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条
約
第
二
追
加
議
定
書
六
条
五
項
に
「
で
き
る
限
り
広
範
な
恩
赦
を
与
え
る
よ
う
努
力
す
る
」
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
倣
い
、
ド

イ
ツ
刑
法
上
も
不
可
罰
と
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
）
52
（

る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
一
方
で
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
を

犯
罪
化
す
る
こ
と
で
武
力
紛
争
法
の
遵
守
を
義
務
づ
け
つ
つ
、
他
方
で
は
、
戦
闘
員
特
権
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
武
力
紛
争
法
に
則
っ
て

行
わ
れ
た
戦
闘
行
為
に
対
し
て
謀
殺
罪
等
の
責
任
を
問
う
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
と
い
）
53
（
う
。
そ
し
て
、
結
論
と

し
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
員
に
準
ず
る
形
で
戦
闘
員
特
権
を
認
）
54
（

め
、
刑
法
典
各
則

の
排
除
を
認
め
て
い
る
。

　
次
に
、
戦
闘
員
と
は
似
て
非
な
る
も
の
と
し
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
不
法
戦
闘
員
（unlaw

ful com
batant; unrechtm

äßige 

Kom
battanten

）
お
よ
び
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
非
正
規
戦
闘
者
（irreguläre Käm

pfer

）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
文
民
た
る
住
民

か
ら
自
己
を
区
別
す
る
義
務
（
区
別
義
務
）
を
遵
守
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
戦
闘
員
資
格
（
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
戦
闘
員
特
権
）
を
有
し
な
い
者
で

あ
る
。
不
法
戦
闘
員
お
よ
び
非
正
規
戦
闘
者
に
つ
い
て
、
論
者
は
、
戦
闘
員
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
刑
法
典
各
則

の
適
用
排
除
の
射
程
外
と
し
て
い
）
55
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
法
典
各
則
の
罪
（
の
）
56
（
み
）
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
最
後
に
、「
狭
義
の
文
民
」、
す
な
わ
ち
、
不
法
戦
闘
員
等
に
該
当
し
な
い
文
民
に
よ
る
戦
闘
行
為
に
関
し
て
も
、
戦
闘
員
特
権
が
な
い

こ
と
を
理
由
に
、
刑
法
典
各
則
（
の
み
）
の
適
用
を
認
め
て
い
）
57
（

る
。
こ
こ
で
も
論
者
は
、
平
時
の
刑
法
（
刑
法
典
）
と
戦
時
の
刑
法
（
国

際
刑
法
典
）
と
の
峻
別
を
徹
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
排
除
説
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
排
除
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
戦
闘
員
特
権
を
有
す
る
者
（
と
そ
れ
に

準
ず
る
と
さ
れ
る
者
）、
す
な
わ
ち
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
（
適
法
な
）
戦
闘
員
お
よ
び
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
者
に

よ
る
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
有
す
る
加
害
行
為
（
戦
闘
行
為
）
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
不
法
戦
闘
員
等
お
よ
び

狭
義
の
文
民
に
よ
る
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
法
典
各
則
（
の
み
）
の
適
用
が
問
題
に
な
る
と
さ
れ
る
。
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五
　
刑
法
典
各
則
適
用
説
の
妥
当
性
に
関
す
る
検
討

　
本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
の
多
数
説
で
あ
る
適
用
説
の
妥
当
性
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
適
用
説
に
対
す
る
批
判
と
そ

の
検
討
を
行
い
、
同
説
は
そ
の
大
枠
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
（
㈠
）、
排
除
説
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
も
検
討

し
（
㈡
）、
結
論
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
適
用
説
の
方
が
妥
当
な
見
解
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

㈠
　
刑
法
典
各
則
適
用
説
に
対
す
る
批
判
と
そ
の
検
討

　
こ
れ
ま
で
に
み
た
適
用
説
（
特
に
、
正
当
化
を
認
め
る
見
解
）
に
対
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
適
用
説
に
よ
る
正
当
化
の
根
拠
づ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
批
判
（
後
出
・
１
）、
上
記
①
の
戦
争
犯
罪
に
該
当
す
る
戦
闘

行
為
に
つ
い
て
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
認
め
た
場
合
に
は
罪
数
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
る
と
の
批
判
（
後
出
・
２
）、
お
よ
び
、
上
記

②
の
武
力
紛
争
法
の
軽
微
な
違
反
に
あ
た
る
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
、
謀
殺
罪
を
適
用
し
た
場
合
に
は
法
定
刑
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
る
と

の
批
判
（
後
出
・
３
）
の
三
つ
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
つ
い
て
概
観
し
、
若
干
の
検
討
を
行
う
。

1　

正
当
化
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
実
質
的
な
根
拠
を
欠
く
と
す
る
批
判

　
一
つ
め
の
批
判
は
、
二
〇
一
〇
年
に
ド
イ
ツ
連
邦
軍
に
よ
る
空
爆
事
件
に
関
す
る
手
続
打
切
処
分
が
下
さ
れ
る
前
か
ら
主
張
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
人
を
殺
害
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
〔
…
〕、
戦
争
法
〔
武
力
紛

争
法
〕
に
殺
害
の
明
示
的
な
禁
止
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
戦
争
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
殺
害
行
為
を
正
統
化
す
る

〔legitim
ieren

〕
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
戦
争
に
お
け
る
殺
害
行
為
を
原
則
的
な
殺
害
禁
止
の
例
外
と
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
法
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技
術
的
な
反
対
解
釈
か
ら
は
導
か
れ
え
な
い
実
質
的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
）
58
（
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
自
国
の
自
衛
権
の
行
使
の

一
環
と
し
て
侵
略
国
に
対
峙
す
る
戦
闘
員
を
殺
害
す
る
こ
と
や
、（
武
力
紛
争
法
上
許
容
さ
れ
る
）「
付
随
的
損
害
」
と
し
て
文
民
を
殺
害
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、（
国
内
刑
法
上
も
）
な
ぜ
正
当
化
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
と
の
疑
念
が
表
明
さ
れ
て
い
）
59
（
る
。
そ
し
て
、
論
者
は
、

結
論
と
し
て
、
正
当
行
為
・
緊
急
避
難
類
似
の
新
た
な
正
当
化
事
由
を
明
文
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
）
60
（
る
。

2　

戦
争
犯
罪
が
成
立
す
る
場
合
の
罪
数
に
関
す
る
批
判

　
二
つ
め
の
批
判
は
、
排
除
説
の
上
記
❸
の
論
拠
の
裏
返
し
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
適
用
説
に
よ
れ
ば
法
条
競
合
が
認
め
ら
れ
る
場
合

（
後
出
・
２
⑴
）
と
、
観
念
的
競
合
が
認
め
ら
れ
る
場
合
（
後
出
・
２
⑵
）
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
⑴
　
法
条
競
合
が
認
め
ら
れ
る
場
合

　
ま
ず
、
適
用
説
の
論
者
お
よ
び
国
際
刑
法
典
の
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
法
条
競
合
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
具
体
例
と
し
て
は
、

国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
七
号
所
定
の
戦
闘
員
等
に
対
す
る
背
信
的
な
殺
害
行
為
に
よ
る
戦
争
犯
罪
（
三
年
以
上
の
自
由
刑
）
と
刑
法
典

二
一
一
条
所
定
の
陰
湿
な
殺
害
方
法
に
よ
る
謀
殺
罪
（
無
期
自
由
刑
）
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
61
（
る
。
右
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
特
別
関
係

に
基
づ
く
法
条
競
合
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
別
法
た
る
国
際
刑
法
典
の
み
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
）
62
（

る
。
ド
イ
ツ

の
罪
数
論
上
、
特
別
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
特
別
法
た
る
罰
条
が
一
般
法
た
る
罰
条
の
要
件
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
必
要
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
）
63
（

ろ
、
前
記
具
体
例
に
お
い
て
は
、
戦
争
犯
罪
の
構
成
要
件
に
は
、
謀
殺
罪
の
成
立
要
件
に
、
武
力
紛
争
と
の
関
連

性
（「
国
際
的
な
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
」）
と
い
う
特
別
要
件
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る

た
め
、
特
別
関
係
に
基
づ
く
法
条
競
合
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
戦
争
犯
罪
の
法
定
刑
に
基
づ
い

て
刑
が
量
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
二
に
て
①
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
た
、
文
民
や
民
用
物
に
過
度
な
付
随
的
損
害
を
も
た
ら

す
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
行
う
攻
撃
に
よ
る
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
も
、
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
の
加
重
類
型
で
あ
る
同
条
二
項
、
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す
な
わ
ち
行
為
者
が
故
意
に
死
亡
結
果
を
発
生
さ
せ
る
類
型
と
、
刑
法
典
二
一
一
条
の
「
公
共
に
と
っ
て
危
険
な
手
段
」
を
用
い
て
行
う

謀
殺
罪
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
戦
争
犯
罪
の
本
類
型
の
構
成
要
件
に
は
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
お
よ
び
「
過
度
な
付
随
的

損
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
確
実
に
予
期
し
な
が
ら
」
と
い
う
主
観
的
要
件
が
謀
殺
罪
の
要
件
に
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
た
め
、
両
者

は
法
条
競
合
の
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
国
際
刑
法
典
一
一
条
二
項
の
法
定
刑
が
量
刑
の
基
点
と
な
る
。

　
排
除
説
の
論
者
は
、
立
法
者
が
こ
の
よ
う
な
場
合
に
法
条
競
合
、
よ
り
正
確
に
は
、
法
定
刑
が
軽
い
方
の
罰
条
が
重
い
方
の
罰
条
を
排

除
す
る
「
減
軽
的
特
別
関
係
」（privilegierende Spezial

）
64
（ität

）
を
肯
定
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
論
に
は
賛
意
を
示
し
つ
つ
も
、

次
の
よ
う
な
疑
義
を
呈
し
て
い
）
65
（

る
。
す
な
わ
ち
、
法
条
競
合
に
基
づ
い
て
（
こ
の
場
合
、
重
い
方
の
）
刑
法
典
の
罰
条
の
適
用
を
排
除
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
刑
法
典
が
「
効
力
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
は
じ
め

か
ら
認
め
な
い
こ
と
と
変
わ
り
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
義
で
あ
）
66
（

る
。

　
こ
の
点
、
た
し
か
に
、
戦
争
犯
罪
の
法
定
刑
が
量
刑
の
基
礎
に
置
か
れ
る
点
や
、（
観
念
的
競
合
の
場
合
と
は
異
な
り
）
刑
法
典
の
罰
条
が

判
決
主
文
に
記
載
さ
れ
な
い
）
67
（
点
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
説
に
基
づ
く
法
条
競
合
と
排
除
説
と
の
間
に
違
い
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
法
条
競
合
の
場
合
に
は
、
判
例
上
、
適
用
が
排
除
さ
れ
る
罰
条
の
法
定
刑
の
下
限
（
具
体
例
で
い
え
ば
、
謀
殺
罪
に
規
定
さ
れ
て
い
る
必

要
的
な
無
期
自
由
刑
）
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
準
則
が
確
立
し
て
い
る
た
）
68
（
め
、
排
除
説
の
い
う
よ
う
に
刑
法
典
各
則
の
適
用
が

そ
も
そ
も
問
題
と
な
り
え
な
い
と
し
た
場
合
と
は
や
や
事
情
が
異
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
判
例
準
則
に
従
っ
た

場
合
、
当
該
戦
争
犯
罪
処
罰
規
定
（
加
重
類
型
）
の
刑
の
下
限
が
五
年
以
上
の
自
由
刑
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
が
失
わ
れ
る
（
無
期

自
由
刑
が
科
さ
れ
う
る
）
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
判
例
準
則
は
減
軽
的
特
別
関
係
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
）
69
（
め
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
適
用
説
に
基
づ
く
法
条
競
合
と
排
除
説
と
の
間
に
は
実
質
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
な

い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
排
除
説
に
よ
る
批
判
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
両
学
説
の
結
論
の
同
一
性
を
指
摘
す

る
に
と
ど
ま
り
、
適
用
説
に
と
っ
て
有
効
な
批
判
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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⑵
　
観
念
的
競
合
が
認
め
ら
れ
る
場
合

　
次
に
、
適
用
説
が
観
念
的
競
合
、
す
な
わ
ち
同
一
の
行
為
に
よ
る
複
数
の
罰
条
に
対
す
る
違
反
を
認
め
る
場
合
の
一
例
と
し
て
は
、
国

際
刑
法
典
一
一
条
一
項
四
号
所
定
の
文
民
等
を
人
間
の
盾
と
し
て
利
用
す
る
行
為
に
よ
る
戦
争
犯
罪
（
三
年
以
上
の
自
由
刑
）
と
刑
法
典

二
三
九
条
ｂ
所
定
の
人
質
強
要
罪
（
五
年
以
上
の
自
由
刑
）
と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
70
（
る
。
前
者
の
保
護
法
益
に
は
、
人
の
生
命
・
身

体
に
加
え
、
人
間
の
盾
と
し
て
の
利
用
が
文
民
等
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
意
思
の
自
由
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
）
71
（

る
。

一
方
、
後
者
の
保
護
法
益
は
、
被
強
要
者
の
意
思
決
定
の
自
由
お
よ
び
人
質
の
不
可
侵
性
お
よ
び
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
）
72
（
る
。
ま
た
、
両
者

の
要
件
を
み
る
と
、
い
ず
れ
か
一
方
が
も
う
一
方
の
不
法
内
容
を
評
価
し
尽
く
す
と
い
う
法
条
競
合
の
関
係
に
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
観
念
的
競
合
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
五
二
条
。
所
為
の
単
一
〔Tateinheit

〕）
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と

さ
れ
）
73
（

る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
排
除
説
の
論
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
犯
罪

と
の
間
に
観
念
的
競
合
の
関
係
を
認
め
て
し
ま
っ
て
は
、
観
念
的
競
合
に
関
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
典
五
二
条
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
多

く
の
場
合
、
法
定
刑
の
短
期
が
よ
り
重
い
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
法
定
刑
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
（
同
項
二
文
）、

最
低
刑
の
引
き
上
げ
（H
eraufsetzung der M

indeststrafdrohung

）
が
起
き
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
「
刑
事
政
策
的
な
観
点
か
ら
は
あ
ま

り
説
得
的
で
な
い
」
と
の
批
判
で
あ
）
74
（
る
。
こ
こ
で
ド
イ
ツ
刑
法
典
五
二
条
の
規
定
を
確
認
す
る
と
、
一
項
に
「
あ
る
同
一
の
犯
罪
行
為
が
、

数
個
の
刑
罰
法
規
に
違
反
し
又
は
同
一
の
刑
罰
法
規
に
数
回
違
反
す
る
と
き
は
、
一
個
の
刑
の
み
が
言
い
渡
さ
れ
る
」
と
あ
り
、
二
項
に

「
数
個
の
刑
罰
法
規
に
違
反
し
た
と
き
は
、
刑
は
、
最
も
重
い
罪
が
定
め
ら
れ
た
法
律
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
刑
は
他
の
適
用
可
能
な
法

律
が
許
容
す
る
も
の
よ
り
軽
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
（
三
項
お
よ
び
四
項
は
省
）
75
（
略
）。
こ
の
う
ち
、
論
者
の
い
う
「
最
低

刑
の
引
き
上
げ
」
に
関
係
す
る
の
は
、
五
二
条
二
項
二
文
の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
犯
罪
の
法
定
刑
の
短
期
の
う
ち
最
も
重

い
も
の
が
処
断
刑
の
下
限
と
な
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
右
の
具
体
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
文
民
等
を
人
間
の
盾
と
し
て
利
用
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す
る
行
為
に
よ
る
戦
争
犯
罪
（
三
年
以
上
の
自
由
刑
）
と
刑
法
典
上
の
人
質
強
要
罪
（
五
年
以
上
の
自
由
刑
）
と
が
観
念
的
競
合
の
関
係
に

立
つ
と
し
た
場
合
に
は
、
処
断
刑
の
下
限
が
三
年
で
は
な
く
五
年
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
排
除
説
の
論
者
は
、
こ
の

点
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
）
76
（
る
。

　
た
し
か
に
、
先
の
例
に
つ
い
て
観
念
的
競
合
の
成
立
を
認
め
て
し
ま
っ
て
は
、
戦
争
犯
罪
の
当
該
類
型
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
三
年
以

上
の
自
由
刑
」
と
い
う
法
定
刑
の
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
排
除
説
に
よ
る
か
か
る
批
判
に
は
、

次
の
よ
う
な
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
民
等
を
人
間
の
盾
と
し
て
利
用
す
る
行
為
に
よ
る
戦
争
犯
罪
に
は
、
文
民
等
が
自
ら

の
意
思
で
盾
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
や
戦
闘
員
が
文
民
の
集
団
に
紛
れ
込
ん
だ
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
刑
法
典
二
三
九
条
ｂ
に
い
う
人
質
の
「
誘

拐
」
に
も
「
奪
取
」
に
も
あ
た
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
っ
）
77
（
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
刑
法
典
上
の
人
質
強

要
罪
が
成
立
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
戦
争
犯
罪
の
法
定
刑
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
観
念
的
競
合
の
場

合
に
関
す
る
排
除
説
に
よ
る
批
判
は
、
妥
当
す
る
事
例
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
適
用
説
に
対
す
る
決
定
的
な
批
判
と
は
い
え
な
い
。

3　

武
力
紛
争
法
の
軽
微
な
違
反
の
法
定
刑
に
関
す
る
批
判

　
三
つ
め
の
批
判
は
、
罪
数
論
上
の
理
由
か
ら
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
適
用
排
除
を
主
張
す
る
論
）
78
（

者
か
ら
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
主
に
、
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
所
定
の
戦
争
犯
罪
は
成
立
せ
ず
、
上
記
②
の
武
力
紛
争
法
の
軽
微
な
違
反
し
か
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
事
例
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
立
法
者
も
国
際
刑
法
典
の
法
案
理
由
書
の
中
で
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、
区
別
原

則
に
基
づ
く
予
防
措
置
を
怠
っ
た
攻
撃
の
例
を
用
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
）
79
（

る
。

　
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、「〔
過
度
な
付
随
的
損
害
の
発
生
が
〕
確
実
で
あ
る
と
予
期
し
な
が
ら
」
と
い
う
直
接
的
故
意
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
主
観
的
要
）
80
（

件
が
満
た
さ
れ
ず
、
過
度
な
付
随
的
損
害
を
も
た
ら
す
こ
と
を
確
実
に
予
期
し
な
が
ら
行
う
攻
撃
に
よ
る
戦
争
犯
罪

（
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
）
の
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
適
用
説
に
よ
れ
ば
、
刑
法
典
上
の
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「
公
共
に
と
っ
て
危
険
な
手
段
」
に
よ
る
謀
殺
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
。
仮
に
行
為
者
に
未
必
の
故
意
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
と
、
謀

殺
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
と
な
）
81
（

る
。
そ
の
場
合
、
謀
殺
罪
に
は
、
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
無
期
自
由
刑
の
み
が
予
定
さ
れ
て
い

る
た
め
、
ド
イ
ツ
で
は
、
原
則
と
し
て
、
無
期
自
由
刑
し
か
科
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
所

定
の
攻
撃
に
よ
っ
て
故
意
に
死
亡
結
果
を
惹
起
し
た
場
合
の
加
重
類
型
の
法
定
刑
が
「
無
期
自
由
刑
又
は
一
〇
年
以
上
の
自
由
刑
」（
国

際
刑
法
典
一
一
条
二
項
）
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
場
合
、
戦
争
犯
罪
（
の
加
重
類
型
）
が
成
立
し
た
場
合
の
刑
よ
り
も
、
武
力
紛

争
法
の
軽
微
な
違
反
に
適
用
さ
れ
る
法
定
刑
の
方
が
重
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
適
用
説
に
従
え
ば
、
上
記
②
の
軽
微
な
違
反

を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
、
国
際
刑
法
典
所
定
の
戦
争
犯
罪
が
成
立
し
な
い
た
め
、
も
っ
ぱ
ら
刑
法
典
上
の
罪
の
適
用

が
問
題
と
な
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、
武
力
紛
争
法
上
は
違
反
の
程
度
が
軽
微
で
あ
る
は
ず
の
行
為
が
、
戦
争
犯
罪
、
す
な
わ
ち
上
記
①

の
武
力
紛
争
法
の
「
重
大
な
違
反
行
為
」
お
よ
び
「
そ
の
他
の
著
し
い
違
反
」
よ
り
も
重
く
処
罰
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
論
者
は
、
刑
法
典
各
則
の
罪
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
処
罰
の
間
隙
に
つ
い
て
は
、
刑
法
の
最
終
手
段
性
（ultim

a 

ratio

）
を
根
拠
に
こ
れ
を
是
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
情
報
が
限
ら
れ
て
い
る
中
で
迅
速
に
行
動
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
刑
法
は
、
明
白
に
当
罰
的
な
（eindeutig strafensw

ert

）
事
案
（
す
な
わ
ち
戦
争
犯

罪
）
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
）
82
（
る
。

　
こ
の
問
題
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
武
力
紛
争
法
の
実
施
・
貫
徹
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
刑
事
制
裁
を
投
入
す
る
の
か
と
い
う

問
題
で
も
あ
る
。
仮
に
、
軽
微
な
違
反
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
賠
償
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
九
一
条
）
に
よ
る
解
決

に
委
ね
る
の
で
あ
れ
ば
、
排
除
説
の
方
に
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
適
用
説
も
ま
た
、
正
当
化
に
関
す
る
部
分
に

次
の
よ
う
な
修
正
を
加
え
る
こ
と
で
、
同
様
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
適
用
説
の
い
う
「
国
際
法
上
適
法
な
戦
闘
行

為
に
つ
い
て
は
、
国
内
刑
法
上
も
正
当
化
さ
れ
る
」
と
い
う
定
式
を
、「
国
際
慣
習
法
上
の
可
罰
性
を
欠
く
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
は
、
国
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内
刑
法
上
も
正
当
化
さ
れ
る
」
と
修
正
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
適
用
説
の
立
場
か
ら
も
、
上
記
②
の
武
力
紛
争
法
上
違
法

で
は
あ
る
が
国
際
慣
習
法
上
の
可
罰
性
を
欠
く
軽
微
な
違
反
を
不
可
罰
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
批
判
も
、
刑
法
典

の
適
用
を
認
め
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
軽
微
な
違
反
に
刑
罰
を
科
す
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
態
度
決
定
に
も
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
た
め
、
軽
微
な
違
反
の
当
罰

性
・
要
罰
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

㈡
　
刑
法
典
各
則
排
除
説
に
対
す
る
批
判
と
そ
の
検
討

　
排
除
説
に
対
す
る
主
な
批
判
と
し
て
は
、
個
人
的
法
益
の
看
過
、
お
よ
び
、
国
際
刑
法
典
二
条
と
の
整
合
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。

1　

個
人
的
法
益
の
看
過

　
排
除
説
に
対
す
る
批
判
の
一
つ
は
、
保
護
法
益
の
観
点
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
武
力
紛
争
に
お
け
る

刑
法
典
の
適
用
を
否
定
し
て
し
ま
っ
て
は
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
犯
罪
と
で
保
護
法
益
が
異
な
る
場
合
に
、
刑
法

典
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
個
人
的
法
益
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
さ
れ
）
83
（
る
。
先
に
挙
げ
た
人
間
の
盾
の
例
で
い

え
ば
、
刑
法
典
上
の
人
質
強
要
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
個
人
的
法
益
た
る
意
思
の
自
由
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
戦
争
犯
罪
の
保
護
法
益
に
も
個
人
的
法
益
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
）
84
（
ば
、
こ
れ
は
あ
ま
り
有
効
な
批

判
で
は
な
い
。

2　

国
際
刑
法
典
二
条
と
の
整
合
性

　
よ
り
重
要
な
の
は
、
国
際
刑
法
典
二
条
と
の
整
合
性
に
関
す
る
批
判
で
あ
る
。
同
条
は
、
先
に
も
み
た
と
お
り
、「
こ
の
法
律
に
定
め
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る
行
為
に
は
、
こ
の
法
律
の
第
一
条
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
一
三
条
第
四
項
に
特
別
の
規
定
が
な
い
限
り
、
一
般
刑
法
が
適

用
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
同
法
の
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
国
際
刑
法
典
一
条
（
重
罪
に
関
す
る
世
界
主
義
）、
三
条
（
命
令
に
基
づ
く

行
為
）、
四
条
（
上
官
責
任
）
お
よ
び
五
条
（
重
罪
に
関
す
る
時
効
不
適
用
）
以
外
の
故
意
や
共
犯
等
と
い
っ
た
総
則
上
の
概
念
に
つ
い
て
刑

法
典
総
則
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
に
加
え
、
刑
法
典
の
各
則
の
適
用
の
余
地
も
ま
た
残
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
）
85
（
る
。
そ
の
た
め
、
排
除
説

は
、
こ
の
よ
う
な
立
法
者
意
思
と
は
相
容
れ
な
い
と
の
批
）
86
（

判
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
説
の
論
者
は
、
こ
れ
に
関
し
て
特
に

何
も
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
排
除
説
の
側
か
ら
は
、
国
際
刑
法
典
二
条
の
射
程
は
刑
法
典
総
則
の
規
定
に
限
ら
れ
る
と
の
反
論
も
あ

り
う
る
が
、
二
条
に
い
う
「
一
般
刑
法
」
に
は
刑
法
典
各
則
も
含
意
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
も
文
言
上
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

た
と
え
こ
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
排
除
説
の
問
題
点
が
克
服
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
行
為
へ
の
国
内
刑
法
の
適
用
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
概
観
・
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

た
し
か
に
排
除
説
に
よ
る
批
判
に
は
誤
り
が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
の
、
結
論
と
し
て
、
い
ず
れ
の
批
判
も
、
適
用
説
に
と
っ
て

有
効
な
批
判
と
は
い
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
な
批
判
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
排
除
説
に

も
問
題
が
あ
る
点
を
も
併
せ
考
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
適
用
説
の
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
上
記
②
の
武
力
紛
争
法
の
軽
微
な
違
反
に
刑
罰
を
科
さ
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
適
用
説
に
修
正
を
加
え
る
こ

と
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
五
㈠
３
に
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
日
本
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
戦
争
犯
罪
の
処
罰
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
現
段
階
で
排
除
説
を
採
用
し
て

し
ま
う
と
、
処
罰
の
間
隙
が
生
じ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
加
盟
時
の
政
府
見
解
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
戦
争
犯
罪
に
対
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し
て
も
刑
法
典
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
戦
争
犯
罪
を
不
処
罰
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
お
よ
び
同
第
一
追
加
議
定
書
に
よ
っ
て
日
本
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
「
重
大
な
違
反
行
為
」
に
関
す
る
犯
罪
化
義
務
お
よ
び
「
引

き
渡
す
か
訴
追
す
る
か
せ
よ
」
の
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
戦
争
犯
罪
を
は
じ
め
と
す
る
Ｉ

Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯
罪
が
国
内
法
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
、
か
ね
て
よ
り
批
判
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
は
戦
争
犯
罪
が
国

内
法
化
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
適
用
説
と
排
除
説
の
両
者
を
天
秤
に
か
け
る
作
業
が
必
要

と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
上
記
②
の
軽
微
な
違
反
に
刑
罰
を
科
す
か
否
か
を
併
せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
排
除
説

を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
に
相
当
す
る
法
律
に
、（
同
法
二
条
と
は
異
な
り
）
刑
法
各
則
の
罪
の
適
用
を
排
除
す
る
旨

の
明
文
規
定
を
設
け
る
と
い
う
選
択
肢
も
検
討
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
核
犯
罪
の
国
内
法
化
を
行
う
際
に
は
、
既
存
の
犯
罪
と
の
適
用
関
係
お
よ
び
罪
数
関
係
に
つ
い
て
も
事
前
に
検
討

し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
1
）  

第
一
八
九
回
国
会
に
お
け
る
牧
山
ひ
ろ
え
参
議
院
議
員
提
出
の
質
問
主
意
書
（
二
〇
一
五
年
九
月
一
六
日
付
）
等
を
参
照
（http://w

w
w.

sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/syup/s189296.pdf

〔
二
〇
一
八
年
八
月
一
七
日
最
終
閲
覧
〕）。

（
2
）  

伊
勢
崎
賢
治
「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
・
国
際
人
道
法
を
考
え
る
」
法
学
館
憲
法
研
究
所
報
一
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
四
頁
。

（
3
）  

田
村
重
信
ほ
か
〔
編
著
〕『
日
本
の
防
衛
法
制
　
第
2
版
』
内
外
出
版
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
4
）  

同
事
件
の
概
要
に
関
す
る
邦
文
献
と
し
て
、
久
保
田
隆
「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
の
適
用
関
係

─
国

際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
刑
法
上
の
違
法
性
阻
却

─
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
5
）  

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
は
、
ド
イ
ツ
が
二
〇
〇
二
年
に
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
に
加
盟
す
る
際
に
制
定
し
た
国
内
担
保
法
の
う
ち
、
実
体

法
上
の
立
法
手
当
を
目
的
と
す
る
法
律
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
対
象
犯
罪
で
あ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯

罪
お
よ
び
侵
略
犯
罪
の
ほ
か
、
そ
れ
ら
に
適
用
さ
れ
る
特
別
な
刑
法
総
則
的
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
法
の
概
説
お
よ
び
条
文
の
邦
訳
と
し

て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
＝
久
保
田
隆
「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典 

全
訳
（
関
連
規
定
含
む

─
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
現
在
）」
法
学
研
究
九



法学政治学論究　第119号（2018.12）

164

〇
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
七
頁
以
下
を
参
照
（
以
下
、
国
際
刑
法
典
の
条
文
を
訳
出
す
る
際
に
は
こ
れ
を
参
照
し
た
）。

（
6
）  

な
お
、
適
用
説
に
は
、
後
述
の
と
お
り
（
三
㈡
）、
国
際
法
上
適
法
な
行
為
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
上
違
法
性
阻
却
（
正
当
化
〔Recht- 

fertigung

〕）
を
認
め
る
見
解
と
、
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
見
解
と
が
み
ら
れ
る
。

（
7
）  
こ
れ
に
は
、
占
領
時
の
行
為
等
の
戦
闘
行
為
を
伴
わ
な
い
行
為
も
含
ま
れ
る
。

（
8
）  
例
え
ば
、
同
一
の
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
戦
闘
員
同
士
が
紛
争
地
に
お
い
て
口
論
と
な
り
、
相
手
を
殺
害
し
た
り
負
傷
さ
せ
た
り
し
た
場
合
等

が
こ
れ
に
あ
た
る
。

（
9
）  

例
え
ば
、
武
力
紛
争
が
発
生
し
て
い
な
い
地
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
の
要
員
が
任
務
を
遂
行
す
る
た

め
に
武
器
を
使
用
し
て
行
う
加
害
行
為
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
武
力
紛
争
外
に
お
け
る
加
害
行
為
の
国
内
刑
法
上
の
評
価
を
め
ぐ
る
ド

イ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、H

elm
ut Frister/M

arcus Korte/Claus Kreß, D
ie strafrechtliche Rechtfertigung m

ilitärischer G
ew

alt in 
Auslandseinsätzen auf der G

rundlage eines M
andats der Vereinten N

ationen, JuristenZeitung 

（JZ

） 2010, 10; A
rndt Sinn,  

Recht im
 Irrtum

? Zur strafrechtlichen Rechtfertigung m
ilitärischer G

ew
alt bei Auslandseinsätzen deutscher Soldaten, in:  

H
einrich u. a. 

（H
rsg.

）, Strafrecht als Scientia U
niversalis. Festschrift für Claus Roxin zum

 80. G
eburtstag am

 15. M
ai 2011, 

Berlin/N
ew

 York 2011, S. 673 ff. 
等
を
参
照
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
。

（
10
）  

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
は
、
条
約
上
、
犯
罪
化
義
務
お
よ
び
「
引
き
渡
す
か
訴
追
す
る
か
せ
よ
」（aut dedere aut iudicare

）

の
義
務
が
条
約
当
事
国
に
課
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
厳
密
に
は
武
力
紛
争
法
の
「
そ
の
他
の
著
し
い
違
反
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
設
立
の
際
に
、
前
者
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
二
条
）
の
み
な
ら
ず
後
者
も
対
象
犯
罪
と
し
て

規
定
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
（
同
三
条
）、
い
わ
ゆ
る
タ
デ
ィ
ッ
チ
事
件
上
訴
裁
判
部
決
定
に
お
い
て
、
後
者
に
つ
い
て
も
一
定
の
条
件
を
満
た
せ

ば
国
際
慣
習
法
上
可
罰
性
を
具
備
し
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
や
（ICTY （AC

）, The Prosecutor v. D
usco Tadić, D

ecision, IT -94 -
1 -AR72, 2 O

ctober 1995, para. 94

）、
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
）
に
お
い
て
も
、
双
方
が
「
戦
争
犯
罪
」
と
し
て
八
条
に
規

定
さ
れ
た
こ
と
等
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
国
際
法
上
の
可
罰
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
両
者
を
別
個
に
扱
う
意
義
は
乏
し
い
。
そ
の
た

め
、
本
稿
で
は
、
両
者
を
①
戦
争
犯
罪
と
し
て
同
列
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。

（
11
）  

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
五
項
⒝
、
八
五
条
三
項
⒝
・
⒞
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
二
項
⒝
ⅳ
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
一
一
条

一
項
三
号
参
照
。

（
12
）  

本
稿
の
射
程
か
ら
は
外
れ
る
が
、
武
力
紛
争
中
に
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
を
有
し
な
い
国
内
刑
法
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上
の
犯
罪
行
為
も
こ
れ
と
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、Till Zim

m
erm

ann, G
ilt das StG

B auch im
 Krieg? Zum

 
Verhältnis der 

§§ 8 -12 V
StG

B zum
 Besonderen Teil des StG

B, G
oltdam

m
er

’s Archiv für Strafrecht （G
A

） 2010, 507 （513

） 

は
、

敵
対
戦
闘
員
に
対
す
る
侮
辱
行
為
を
挙
げ
て
い
る
。

（
13
）  D

er G
eneralbundesanwalt beim

 Bundesgerichtshof, Einstellungsverm
erk v. 14.04.2010 - 3 BJs 6/10 -4 

（im
 Folgenden: G

BA 
2010

）, S. 41 -51; ders., Einstellungsverm
erk v. 23.07.2013 - 3 BJs 7/12 -4 （im

 Folgenden: G
BA 2013

）, S. 17 -27. 

久
保
田
（
前
掲

注
（
4
））
二
六
七
│
二
七
四
頁
も
参
照
。

（
14
）  O

LG
 D

üsseldorf, Beschl. v. 16.2.2011 -III - 5 StS 6/10.

（
15
）  BVerfG, Beschl. v. 19.05.2015 - 2 BvR 987/11.

（
16
）  G

BA 2010, S. 51 f., 56.

（
17
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 13.

（
18
）  

国
際
刑
法
典
二
条
「
こ
の
法
律
に
定
め
る
行
為
に
は
、
こ
の
法
律
の
第
一
条
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
一
三
条
第
四
項
に
特
別
の
規

定
が
な
い
限
り
、
一
般
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
」。

（
19
）  G

BA 2010, S. 54 f.

（
20
）  G

BA 2010, S. 59.

（
21
）  Ebd.

（
22
）  G

BA 2010, S. 59 -69 （insb. S. 65 f.

）. 

邦
文
献
と
し
て
、
久
保
田
（
前
掲
注
（
4
））
二
七
五
│
二
七
六
頁
も
参
照
。

（
23
）  G

BA 2010, S. 52. 

同
決
定
が
引
用
し
て
い
る D

irk von Selle, Prolog zu N
ürnberg ‒ D

ie Leipziger Kriegsverbrecherprozesse vor 
dem

 Reichsgericht, Zeitschrift für N
euere Rechtsgeschichte 

（ZN
R

） 19 

（1997

）, 193 

（201

） 

は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
裁
判
の
法
的
意
義

の
一
つ
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
国
際
法
上
の
違
法
性
と
刑
法
上
の
違
法
性
と
を
同
置
（G

leichstellung

）
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

（
24
）  G
BA 2013, S. 27 f.

（
25
）  G

BA 2013, S. 30.

（
26
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 13.

（
27
）  Ebd.

（
28
）  

ド
イ
ツ
連
邦
軍
に
よ
る
空
爆
事
件
後
に
発
表
さ
れ
た
適
用
説
の
論
稿
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
見
解
な
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
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Rainer Keller, D
as Völkerstrafgesetzbuch in der praktischen Anw

endung: Eine kritische Bestandsaufnahm
e, in: Jeßberger/ 

G
eneuss 

（H
rsg.

）, Zehn Jahre Völkerstrafgesetzbuch. Bilanz und Perspektiven eines „deutschen Völkerstrafrechts

“, Baden-
Baden 2013, S. 141 ff. 

（153 -156

）; D
enis Basak, Luftangriffe und Strafrechtsdogm

atik ‒ zum
 system

atischen Verhältnis von 
VStGB und StGB ‒ eine Gegenrede （Erw

iderung auf H
ertel H

RRS 2010, 339 ff.

）, O
nlinezeitschrift für H

öchstrichterliche Recht- 
sprechung zum

 Strafrecht （H
RRS

） 2010, 513 ff. 

が
あ
る
。

（
29
）  LK

11/Jähnke, 

§ 212, Rn. 11 -21. Theodor Lenckner/D
etlev Steinberg-Lieben, in: Schönke/Schröder （H

rsg.

）, Strafgesetzbuch. 
Kom

m
entar, 29. Aufl., M

ünchen 2014, Vor 

§§ 32 ff. （im
 Folgenden: Sch/Sch

29/Lenckner/Steinberg-Lieben, Vor 

§§ 32 ff.

）, Rn. 
85 

も
参
照
。

（
30
）  LK

11/Jähnke, 
§ 212, Rn. 11. Sch/Sch

29/Lenckner/Steinberg-Lieben, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 85; H
ans-H

einrich Jescheck/Thom
as 

W
eigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgem

einer Teil, 5. Aufl., Berlin 1996, S. 391 Fn. 1 

も
参
照
。

（
31
）  LK

11/Jähnke, 

§ 212, Rn. 16. H
ans-G

ünter Schwenck, D
ie kriegerische H

andlung und die G
renzen ihrer strafrechtlichen  

Rechtfertigung, in: W
arda u. a. 

（H
rsg.

）, Festschrift für Richard Lange zum
 70. G

eburtstag, Berlin/N
ew

 York 1976, S. 97 

も
参

照
。

（
32
）  Frister/Korte/Kreß, a. a. O. 

（Fn. 9
）, 12; Sch/Sch

29/Lenckner/Steinberg-Lieben, Vor 

§§ 32 ff., Rn. 91b; Fabian Stam
, 

Strafverfolgung bei Straftaten von Bundesw
ehrsoldaten im

 Auslandseinsatz, Berlin 2014, S. 31. 

そ
の
ほ
か
、
後
掲
注
（
36
）
の
論

稿
も
参
照
。

（
33
）  G

BA
 2010, S. 45; D

om
inik Steiger/Jelena Bäum

ler, D
ie strafrechtliche Verantw

ortlichkeit deutscher Soldaten bei  
Auslandseinsätzen. An der Schnittstelle von Strafrecht und Völkerrecht, Archiv des Völkerrechts （AVR

） 48 （2010

）, 189 （212 f.

）.

（
34
）  

訳
文
は
、
高
田
敏
＝
初
宿
正
典
〔
編
訳
〕『
ド
イ
ツ
憲
法
集
〔
第
７
版
〕』
信
山
社
（
二
〇
一
六
年
）
二
二
六
頁
に
よ
る
。

（
35
）  

国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
闘
員
特
権
の
国
際
慣
習
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
は
、Jean-M

arie H
enckaerts/Louise D

osw
ald-Beck 

（eds.

）, Custom
ary International H

um
anitarian Law, Vol. 1: Rules, Cam

bridge U
niversity Press: 2005, pp. 11, 384 

を
参
照
。

（
36
）  H

elm
ut Kreicker, G

rundlagen der Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen in D
eutschland, in: A

lbin Eser/H
elm

ut  
Kreicker 

（H
rsg.

）, N
ationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Freiburg im

 Breisgau 2003, S. 79, 399 f.; Frister/ 
Korte/Kreß, a. a. O. 

（Fn. 9

）, 12; Stam
, a. a. O. 

（Fn. 32

）, S. 31. Bernd M
üssig/Frank M

eyer, Zur strafrechtlichen Verant-
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w
ortlichkeit von Bundesw

ehrsoldaten in bew
affneten Konflikten, in: Paeffgen u. a. （H

rsg.

）, Strafrechtsw
issenschaft als Analyse 

und Konstruktion. Festschrift für Ingeborg Puppe zum
 70. G

eburtstag, Berlin 2011, S. 1501 

（1508

） 

は
、
基
本
法
二
五
条
を
論
拠

と
し
て
挙
げ
つ
つ
も
、
括
弧
書
き
で
「
法
秩
序
の
統
一
性
」（Einheit der Rechtsordnung

）
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
37
）  Rudolf Rengier, Strafrecht Allgem

einer Teil, 10. Aufl., M
ünchen 2018, 

§ 17 Rn. 3.
（
38
）  
詳
し
く
は
、Claus Kreß and Frédéric M

égret, 

“The Regulation of non-international arm
ed conflicts: Can a privilege of bellig-

erency be envisioned in the law
 of non-international arm

ed conflicts?

”, in International Review of the Red Cross 96 

（2014

）, 
pp. 29 et seq. 

等
を
参
照
。

（
39
）  M

üssig/M
eyer, a. a. O. 

（Fn. 36

）, S. 1502, 1510. 

そ
の
ほ
か
、C

hristoph Safferling/ Stefan Kirsch, D
ie Strafbarkeit von 

Bundesw
ehrangehörigen bei Auslandseinsätzen: Afghanistan ist kein rechtsfreier Raum

, Juristische Arbeitsblätter 

（JA

） 2010, 
81 

（85

） 

は
、
正
当
化
事
由
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
同
所
の
脚
注
61
に
お
い
て
、「
客
観
的
帰
属
の
枠
内
で
可
罰
性
を
阻
却
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。Kai A

m
bos, Afghanistan-Einsatz der Bundesw

ehr und Völker

（straf

）recht, N
eue Juristische W

ochen-
schrift （N

JW

） 2010, 1725 （1727

） 

も
、「
帰
属
阻
却
（Zurechnungsausschluss

）
ま
た
は
正
当
化
事
由
」
と
す
る
。

（
40
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12
）, 510 f. m

. w. N.

（
41
）  

以
下
で
は
、Zim

m
erm

ann, a. a. O. 
（Fn. 12

） 

に
依
拠
し
て
論
を
進
め
る
が
、
排
除
説
を
と
る
論
稿
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、Chris-

tian Richter, Tödliche m
ilitärische G

ew
alt und strafrechtliche Verantw

ortung. Anm
erkungen zum

 Einstellungsbeschluss der 
G
eneralbundesanw

altschaft, H
RRS 2012, 28; D

aniel Thym
, Zw

ischen „Krieg

“ und „Frieden

“: Rechtsm
aßstäbe für operatives 

H
andeln der Bundesw

ehr im
 Ausland, D

ie Ö
ffentliche Verw

altung （D
Ö
V

） 2010, 621 

が
あ
る
。

（
42
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 507, 509 -515.

（
43
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 512.

（
44
）  Zim
m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 514.

（
45
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 517.

（
46
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 514.

（
47
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. 

（Fn. 12

）, 514. 

こ
れ
と
は
異
な
り
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
に
基
づ
く
不
法
・
責
任
の
増
加
を
認
め
る
見
解
と
し

て
、Kai A

m
bos, in: Joecks/M

iebach 

（H
rsg.

）, M
ünchener Kom

m
entar Strafgesetzbuch, Band 8: N

ebenstrafrecht III, Völker-
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strafgesetzbuch, 3. Aufl., M
ünchen 2018 （im

 Folgenden: M
üKoStG

B
3/Bearbeiter

）, Vor 

§ 8 V
StG

B, Rn. 34.

（
48
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 514 m
. w. N.

（
49
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 515 m
. w. N.

（
50
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 517.
（
51
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 517.

（
52
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 518 f. m
. w. N.

（
53
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 519.

（
54
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. 

（Fn. 12

）, 523 

は
こ
れ
を
「
準
加
害
権
限
を
有
す
る
戦
闘
員
・
戦
闘
者
」（„

（quasi-

）schädigungsbefugte  
Kom

battanten/Käm
pfer

“）
と
呼
称
す
る
。

（
55
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 521.

（
56
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 521 

に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
の
適
用
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、（
適
法
な
）
戦
闘
員
以
外
に
よ
る
行
為
で
あ
っ
て
も
（
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
さ
え
あ
れ
ば
）
犯
罪
が
成
立
し
う
る
と
す
る
見

解
（M

üKoStG
B

3/A
m
bos, Vor 

§ 8 V
StG

B, Rn. 37 m
. w. N.

）
も
有
力
で
あ
り
、
別
途
検
討
を
要
す
る
。

（
57
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 42
）, 519 f.

（
58
）  A

lbin Eser, Rechtm
äßige Tötung im

 Krieg: zur Fragw
ürdigkeit eines Tabus, in: D

ölling u. a. （H
rsg.

）, Verbrechen ‒ Strafe ‒ 
Resozialisierung. Festschrift für H

einz Schöch zum
 70. G

eburtstag am
 20. August 2010, Berlin/N

ew
 York 2010, S. 461 ff. 

（471

）.

（
59
）  Eser, a. a. O. （Fn. 58

）, S. 478.

（
60
）  A

lbin Eser, Tötung im
 Krieg: auf der Suche nach einer Legitim

ationsgrundlage, Kansai U
niversity Review

 of Law
 and  

Politics 35 （2014

）, 69 （83

）.

（
61
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 513 Fn. 42.

（
62
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 13.

（
63
）  Rissing-van Saan, in: Jähnke/Laufhütte/O

dersky （H
rsg.

）, Strafgesetzbuch Leipziger Kom
m
entar, 12. Aufl., Berlin 2006, Vor 

§§ 52 

（im
 Folgenden: LK

12/ Rissing-van Saan, Vor 

§ 52

）, Rn. 98. 

仲
道
祐
樹
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
罪
数
論
の
思
考
方
法
」
刑
事
法
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ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
五
頁
も
参
照
。

（
64
）  LK

12/Rissing-van Saan, Vor 

§ 52, Rn. 115.
（
65
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 512 f.
（
66
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 513.
（
67
）  Claus Roxin, Strafrecht Allgem

einer Teil Bd. II, M
ünchen 2003, 

§ 33, Rn. 227. 

仲
道
（
前
掲
注
（
63
））
二
七
頁
も
参
照
。

（
68
）  BG

H
St 1, 152 （155 f.

）; LK
12/Rissing-van Saan, Vor 

§ 52, Rn. 95. 

仲
道
（
前
掲
注
（
63
））
二
七
頁
も
参
照
。

（
69
）  LK

12/Rissing-van Saan, Vor 

§ 52, Rn. 115.

（
70
）  M

üKoStG
B

3/W
eigend, 

§ 2 V
StG

B, Rn. 7; Zim
m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12

）, 513.

（
71
）  M

üKoStG
B

3/D
örm

ann, 

§ 11 V
StG

B, Rn. 1.

（
72
）  M

üKoStG
B

3/Renzikowski, 

§ 239b, Rn. 1.

（
73
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 13.

（
74
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12
）, 513.

（
75
）  

訳
文
は
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
『
法
務
資
料
第
四
六
一
号
　
ド
イ
ツ
刑
法
典
』（
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
。

（
76
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 12
）, 513 m

. w. N.

（
77
）  M

üKoStG
B

3/D
örm

ann, 

§ 11 V
StG

B, Rn. 107; M
üKoStG

B
3/Renzikowski, 

§ 239b, Rn. 14.

（
78
）  Florian H

ertel, Soldaten als M
örder? ‒ D

as Verhältnis von V
StG

B und StG
B anhand des Kundus-Bom

bardem
ents, H

RRS 
2010, 339.

（
79
）  H

ertel, a. a. O. （Fn. 78

）, 342; BT-D
rucks. 14/8524, S. 13.

（
80
）  M

üKoStG
B

3/D
örm

ann, 

§ 11 V
StG

B, Rn. 152 m
. w. N. （„dolus directus 2. G

rades

“）.

（
81
）  

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
任
務
と
し
て
の
空
爆
行
為
に
は
、
本
加
重
類
型
の
根
拠
で
あ
る
行
為
者
の
特
別
な
無
思
慮
性
な
い
し
粗
暴

性
（Rücksichtslosigkeit, vgl. LK

11/Jähnke, 

§ 211, Rn. 57

）
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、「
公
共
に
と
っ
て
危
険
な
手
段
」
に
よ
る
謀
殺
罪

の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、Basak, a. a. O. （Fn. 28
）, 516 f. 

を
参
照
。

（
82
）  H

ertel, a. a. O. （Fn. 78

）, 342.

（
83
）  Keller, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 153 f.
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（
84
）  M

üKoStG
B

3/A
m
bos, Vor 

§ 8 V
StG

B, Rn. 3 m
. w. N.

（
85
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 13.
（
86
）  Stam

, a. a. O. （Fn. 32

）, S. 33.
〔
付
記
〕
本
研
究
は
、
平
成
三
〇
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（18J10046

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

久
保
田　

隆
（
く
ぼ
た
　
た
か
し
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２
）

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
刑
法
学
会
、
国
際
人
権
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
刑
法
、
国
際
刑
事
法

主
要
著
作
　
　 「
ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
国
内
法
化

─
ス
イ
ス
刑
法
典
・
軍

刑
法
二
〇
一
〇
年
改
正
を
中
心
に
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
九
号
（
二
〇
一
三

年
）

　
　
　
　
　
　 「
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
の
適
用
関
係

─

国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
刑
法
上
の
違
法
性
阻
却
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第

一
〇
一
号
（
二
〇
一
四
年
）

　
　
　
　
　
　 「
侵
略
犯
罪
と
国
内
法
化

─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
立
法
動
向
を
素
材
に
」『
慶

應
法
学
』
第
三
七
号
（
二
〇
一
七
年
）


